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畜畜産産農農家家ののみみななささんんへへ  
 

愛知県では愛愛知知県県動動物物愛愛護護管管理理推推進進計計画画を策定しています 

「愛知県動物愛護管理推進計画」とは

…？ 

・ 愛知県における動物の愛護･管理に関する施策を推

進するための計画です。 

・ 飼い主、関係事業者及び行政の責務が果たされるよ

う、また、県民のみなさんに動物愛護管理について

理解していただけるよう策定しています。 

みなさんと愛知県動物愛護管理推進計

画との関係は？ 

推進計画では「産業動物※」を含め、「人と動物が

共生できるより良い社会」の実現を目指しています。 

みなさんにご協力いただくことは？ 

「産業動物の飼養及び保管に関する基準（裏面をご覧

下さい）」を守って、産業動物を飼養してください。 
 
 
 
 

※ 「産業動物」とは？ 

産業等の利用に供するため、飼養し、又は保管

しているほ乳類及び鳥類に属する動物のこと。 

お問合せ先 
愛知県 保健医療局生活衛生部生活衛生課  

獣医衛生・動物愛護グループ 
TEL：０５２－９５４－６２９８（ダイヤルイン） 



 
 
 
 

 
産業動物を飼う際に守っていただきたいこと 

（産業動物の飼養及び保管に関する基準から） 
 
① 動物の衛生管理と安全の保持 

・ 関係団体や組合が開催する講習会を受講したり、積極的に情報収

集するなどして、衛生管理と安全の保持に関する知識と技術をつ

けるよう努めてください。 

・ 消毒槽を設置するなど衛生管理及び安全の保持に必要な設備を設

けるよう努めてください。 

・ 日常の衛生管理に努めるとともに、病気になったり、負傷した動

物は治療するなど適切な措置をしてください。 

・ 動物に対する虐待の防止に努めてください。 
 

② 動物の導入・輸送に当たっての配慮 

・ 飼養する場所の立地、整備状況及び飼養能力をよく考えて、動物

を導入するようにしてください。 

・ 動物を導入する際は、必要に応じて衛生検査を行ってください。 

・ 輸送にあたっては、動物の衛生管理、安全の保持、動物による事

故の防止に努めてください。 
 

③ 危害防止 

・ 動物から病気をもらわないように、飼養・管理する人の健康管理

を行ってください。 

・ 動物が逃げないようにしてください。 

・ 地震、火災等の非常災害の際は、動物を保護し、動物による事故

が起こらないようにしてください。 
 

④ 生活環境の保全 

・ 動物の糞尿の適切な処理、動物による騒音の防止等に努めてくだ

さい。 

・  

産業動物の飼養及び保管に関する基準 

（昭和 62年 10 月 9 日 総理府告示第 22 号） 

第１ 一般原則 

  管理者及び飼養者は、産業動物の生理、生態、習性等を理解し、かつ、産業等の利用に供

する目的の達成に支障を及ぼさない範囲で適切な給餌及び給水、必要な健康の管理及びその

動物の種類、習性等を考慮した環境を確保するとともに、責任をもってこれを保管し、産業

動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するように

努めること。 

第２ 定義 

  この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 産業動物産業等の利用に供するため、飼養し、又は保管している哺乳類及び鳥類に属す

る動物をいう。 

(2) 施設産業動物の飼養又は保管を行うための施設をいう。 

(3) 管理者産業動物及び施設を管理する者をいう。 

(4) 飼養者産業動物の飼養又は保管に従事する者をいう。 

第３ 産業動物の衛生管理及び安全の保持 

 １ 管理者及び飼養者は、産業動物の適正な飼養又は保管を行うため、産業動物の衛生管理及

び安全の保持に関する知識と技術を習得するように努めること。 

２ 管理者は、産業動物の飼養又は保管に当たっては、必要に応じて衛生管理及び安全の保持

に必要な設備を設けるように努めること。 

３ 管理者及び飼養者は、産業動物の疾病の予防及び寄生虫の防除のため、日常の衛生管理に

努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した産業動物に対しては、速やかに適切な措置

を講じ、産業動物の衛生管理及び安全の保持に努めること。 

４ 管理者及び飼養者は、産業動物の使役等の利用に当たっては、産業動物の安全の保持に努

めるとともに、産業動物に対する虐待を防止すること。 

５ 管理者及び飼養者は、その扱う動物種に応じて、飼養又は保管する産業動物の快適性に配

慮した飼養及び保管に努めること。 

第４ 導入・輸送にあたっての配慮 

 １ 管理者は、施設の立地、整備状況及び飼養能力を勘案し、産業動物を導入するように努め

ること。 

２ 管理者は、施設への産業動物の導入に当たっては、必要に応じて適切な衛生検査を行うよ

うに努めること。 

３ 産業動物の輸送に当たる者は、その輸送に当たっては、産業動物の衛生管理及び安全の保

持に努めるとともに、産業動物による事故の防止に努めること。 

第５ 危害防止 

 １ 管理者は、産業動物からの疾病にかかることを予防するため、管理者及び飼養者の健康に

ついて必要な健康管理を行うように努めること。 

２ 管理者及び飼養者は、産業動物が施設から脱出しないように配慮すること。 

３ 管理者は、地震、火災等の非常災害が発生したときは、速やかに産業動物を保護し、及び

産業動物による事故の防止に努めること。 

第６ 生活環境の保全 

  管理者及び飼養者は、産業動物の排せつ物の適切な処理、産業動物による騒音の防止等生

活環境の保全に努めること。 

第７ 補則 

  管理者及び飼養者は、哺乳類及び鳥類に属する動物以外の動物を産業等に利用する場合に

おいても、この基準の趣旨に沿って措置するように努めること。 


